
 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

「すまっぽん」QRコード (注１) 

◆中央地区コミュニティ運営協議会（コミュニティ関連窓口）☎ 573-3150 

◆中央パートナーシップ活動支援センター（施設利用窓口） ☎ 573-3127 

◆中央地域行政センター（証明書等発行窓口）       ☎ 573-3151 

 

 

●編集・発行 
中央コミュニティセンター（中央地域行政センター） 
大野城市中央一丁目５番１号☎（５７３）３１２７ 
http://onojo-com.info/chuou/ 

 
 

 
 

 

 
 第 104号 

2021年（令和3年） 

7 月号 

（注１）QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

コミュニティセンター休館日のお知らせ 
7 月２０日【毎月第 3 火曜日休館】  

 

■ 早くて便利！「しょうめい君」をご利用ください 

 

●しょうめい君で取得できる証明書 

◆住民票の写し（謄本／抄本）        

※マイナンバー記載の住民票は窓口で対応。 

◆印鑑登録証明書 

◆所得課税証明書（現年分） 

◆納税証明書（現年分の市県民税分のみ） 

問い合わせ先 
中央地区コミュニティ運営協議会事務局 

         ☎ 092-573-3150 

■ 夏季のアンビシャス広場のご案内 ■ 中央まどかネット発足式を実施しました 

 

●問い合わせ先；中央地域行政センター 

（中央コミュニティセンター内） 

☎ 092（573）3151 

■ 施設の個人利用について 

                                          

  

 
 

■施設利用についてのお願い 
施設をご利用の際は、感染予防対策の徹底をお願いしています。 

◆事前の検温、入館時にはマスク着用、手指消毒           

◆身体的距離の確保や定期的な換気  

◆施設使用後の消毒 

学校の休校や学級閉鎖、職場等での感染者の発生などで、 

外出自粛要請が出ている場合は利用をお控えください。 

ご理解とご協力をお願いします。（詳しくは、お問い合わせください）     

 

文化フェスティバルを開催します!! 
 

 

 

 

 

問い合わせ先；中央パートナーシップ活動支援センター 
（中央コミュニティセンター内）☎ 092（573）3127 

 

 

大野城市民カードに暗証番号を登録されている方

は、申請書を記入せずに画面操作するだけで、住民

票などの申請が簡単にできます。本人確認書類の提

示は不要です。通常窓口よりも短時間で証明書が取

れます。休館日を除くコミュニティセンター開館時

間帯に利用できます。 

 
 

●問い合わせ先；中央パートナーシップ活動支援センター 
（中央コミュニティセンター内）☎ 092（573）3127 

 

 

大野城市民カード 

    

★いきいきダーツ教室～好評開催中♪ 
・日時：毎月第２・第 4火、水曜日午前 10時～12時まで 

・場所：中央コミュニティセンター２階 研修室１・２（定員 20名） 

・参加費：200円（当日お支払） 

※当日参加ＯＫ！事前申し込みは不要です。 

当日は動きやすい服装・飲み物をご持参下さい。 
※ダーツ教室は６月から毎月第２・第４の火、水曜の開催となりました。 

★囲碁・将棋サロン開催！参加者募集 
・日時：毎週木曜日 午後 1時～4時まで 

・場所：中央コミュニティセンター2階 交流室 1・2（定員 13名） 

・参加費：100円（当日お支払）※事前申し込みは不要です。 

※各サロンの日程は状況により変更、中止になる場合があります。 

 

 

iOS 端末は 
こちらから 

  Android は 
こちらから 

■現在「YouTube」にて動画公開中！ 
市民公益活動促進プラットホーム事業では、公式 YouTube アカウント

で、動画を公開しております。事業の内容をわかりやすく解説してますの

でぜひご覧になって下さい。 

※検索サイトから「プラットホーム個人登録編」と入力後 YouTube へ

アクセスしたら動画を見ることができます。 

●問い合わせ先；中央パートナーシップ活動支援センター 

（中央コミュニティセンター内） ☎ 092（573）3127 
 

②ＷＥＢポータルサイトで登録する。 

後日、コミュニティセンターで「まどぷらパス」を受

け取る。 

③コミュニティセンターの窓口で登録する。「まどぷら

パス」を即日交付。 

 

■「まどかぷらっと」に登録しませんか 

「まどかぷらっと」は、ボランティア活動への参加促進と活動の活性化を

実現することを目的に、ボランティア活動に参加した人にポイントを付与

する仕組みです。貯まったポイントはゴミ袋や商品券などに交換できます。

●登録資格 ・ボランティア活動に参加する意思のある小学生以上の人 

（18歳未満は、保護者の承認が必要です） 

・登録する際に身分証の提示や登録料も必要ありません。 

●登録方法（３通り） 

①スマホに「まどぷらアプリ」を、ダウンロードして登録する。 

 

中央地区第２層協議体（中央まどかネット）発足式を実施しました。 

中央地区第２層協議体は、高齢者等が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な日常生

活の支援サービス体制の充実を図るため、大野城市生活支援体制整備協議体設置要綱に基

づき、平成３年２月１日をもって体制の整備を完了し、 

令和３年度より本格的に始動を開始致します。 

 中央コミュニティ福祉部会により先行的に一部実働 

を開始しておりましたが、令和３年度の新役員等が揃 

った好機を捉え発足式を行い、中央地区の福祉活動を 

実あるものにする決意固めの場としました。 

コロナ禍ですが、地区の方により一層寄り添った活 

動をしてまいります。 

（緊急事態宣言延長時、書面報告の場合） 

■大野城市コミュニティ活動応援ファンド事業 
（令和２年度）報告会（書面報告） 

個人使用の利用時間帯が「すまっぽん」で確認できます。ぜひご利用ください。 
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問い合わせ先；中央パートナーシップ活動支援センター 
（中央コミュニティセンター内）☎ 092（573）3127 

 

毎年、事業を実施した団体さんの報告会を行っていましたが今年はコロナ

ウィルス感染拡大予防のため、書面での報告とさせて頂きました。 

昨年度は、２つの団体さん「栄町 人とねこの幸せの会」「ＯＮＯＪＯにゃっ

とわーく」がファンド事業を活用し、報告しました。報告書は各コミュニ

ティセンターに設置しています。 

💛コロナ禍の今こそご利用ください！ 

7月 21日（水）から 9月 10日（金） 

（土、日、祝祭日及びコミュニティセンター休館日を

除く。）の午後 3 時 30 分から午後 4 時 30 分までの

間、アンビシャス広場は「多目的室」（冷房あり）で開

催します。 

「３密」を避けるため、利用者が多い場合は入場を制

限したりします。遊び方、入場については係員の注意

を守って利用しましょう。 

 

  


